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注意事項 
 
 
 
 
 

作業環境測定の法律上の位置付けに 
ついての解説は、長崎大学の作業環境 
測定において、事務局で担当しているも 
のにのみ焦点を当てて説明しています。 

 
 
 
 
 

また、解説に記載してある法律、政令 
等については、インターネットで閲覧する 
ことが可能ですので、法律・政令等の詳 
細につきましては各自で閲覧願います。 

 
 
 
 
 

ご不明な点等ございましたら、保健・医
療推進センター｛内線：2214｝までお問い
合わせ下さい。 



 
 
 

（１）体系図 
１．作業環境測定について 
 
 
 

第６５条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作 
業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めると 
ころにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録 
しておかなければならない。 

労働安全衛生法  
２  前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める 
作業環境測定基準に従って行わなければならない。 

 
 
 
 

労働安全衛生法施行令 
第２１条  作業環境測定を行うべき作業場 
第７，１０号 
特定化学物質、有機溶剤を取り扱う作業場等 

 
 
 
 

有機溶剤中毒予防規則 

第２８条 
 

２ 事業者は、前項の業務を行う屋内 
作業場について、六月以内ごとに一回、 
定期に、当該有機溶剤の濃度を測定し 
なければならない。 

 
 
 
 

特定化学物質障害 
予防規則 

第３６条 事業者は、令第２１条  第７ 
号 の作業場について、六月以内ごと 
に一回、定期に、第一類物質又は第二 
類物質の空気中における濃度を測定 
しなければならない。 

 
 
 
 
 

（２）上記の規則に違反した場合 
 
 
 
１．刑事責任：6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 

（労働安全衛生法第１１９条第１項） 
 

２．民事責任：事故等が発生した場合、安全配慮義務違反によ 
り、損害賠償を請求されうる。 



２．作業環境測定事後措置について 
 

（１）体系図 
 

労働安全衛生法 

 
第６５条の２ 事業者は、前条第１項又は第５項の規 
定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労 
働者の健康を保持するため必要があると認められると 
きは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は 
設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切 
な措置を講じなければならない。 

 
 

有機溶剤中毒予防規則 
 
 
 

第２８条の２ 事業者は、測定を 
行ったときは、その都度、速や 
かに、厚生労働大臣の定める 
作業環境評価基準に従って、 

 作業環境の管理の状態に応じ、 
第一管理区分、第二管理区分 
又は第三管理区分に区分する 
ことにより当該測定の結果の評 
価を行わなければならない。 

 
 

（第３管理区分） 
第２８条の３ 事業者は、前条第一項の規定 
による評価の結果、第三管理区分に区分さ 
れた場所については、直ちに、施設、設備、 
作業工程又は作業方法の点検を行い、その 
結果に基づき、施設又は設備の設置又は整 
備、作業工程又は作業方法の改善その他作 
業環境を改善するため必要な措置を講じ、 
当該場所の管理区分が第一管理区分又は 
第二管理区分となるようにしなければならな 
い。 

 
３ 前二項に定めるもののほか、事業者は、 
 第一項の場所については、労働者に有効な 
呼吸用保護具を使用させるほか、健康診断 
の実施その他労働者の健康の保持を図るた 
め必要な措置を講じなければならない。 

 
 
 

特定化学物質障害 
予防規則 

 
 

（２）上記の規則に違反した場合 

（評価の結果に基づく措置） 
第３６条の３ 
第３６条の４ 
内容は有機溶剤中毒予防規則と同様 

 
１．刑事責任： 

 
 
 
 
 
 
 

２．民事責任： 

労働安全衛生法違反となる。直接の罰則適用はない 
が、労働基準監督署より命令書等（第６５条第５項）が 
出されるおそれがある。命令書に違反すると、５０万円 
以下の罰金が科せられる。 
（労働安全衛生法第１２０条第２項） 
事故等が発生した場合、安全配慮義務違反により、 
損害賠償を請求されうる。 



 
 
 

（１）体系図 
３．機械等の自主検査について 

 
 
 
 

労働安全衛生法 

第４５条 
 

事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについ 
て、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行な 
い、及びその結果を記録しておかなければならない。 
２ 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて・・・、 他人
の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者 
（以下「検査業者」という。）に実施させなければならない。 

 
 
 
労働安全衛生法施行令 

 

第１５条 法第４５条第１項の政令で定める機械等は、次のとおり
とする。 
９  局所排気装置、プッシュプル型換気集置、除じん装置、排ガス 処理
装置及び排液処理装置で、厚生労働省令で定めるもの 

 
 
 

有機溶剤中毒予防規則 
第20～21条 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特定化学物質障害 
予防規則 

 第29条～32条 

（局所排気装置の定期自主検査） 
第２０条 
２ 事業者は、前項の局所排気装置については、一年以内 
ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わな 
ければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項 
の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。 
（記録） 
第２１条 事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、 
必要事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。 
 
（定期自主検査を行うべき機械等） 
第２９条 令第１５条第１項第９号の厚生労働省令で定め 
る局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、 
排ガス処理装置及び排液処理装置（特定化学物質その他 
この省令に規定する物に係るものに限る。）は、次のとおり 
とする。 
一～三 略 

 
（２）上記の規則に違反した場合 

１．刑事責任：50万円以下の罰金（労働安全衛生法第１２０条） 
 

２．民事責任：事故等が発生した場合、安全配慮義務違反に 
より、損害賠償を請求されうる。 



対
象
者 

４．罰則について 
 
 

（１）体系図 
 
 

労働安全衛生法違反 

 
 
第１１９条、第１２０条等に 
定められた法律に違反す 
ると・・・ 

 
 
 
 
 
 

6ヶ月以下の懲役、50万円以下の罰金 
（6ヶ月以下の懲役は１１９条違反の場合のみ） 

 
 
 
 

事業主 
 
 

違反行為をした人 
 
 
 
 
 

講ずべき措置を講じなかった 
ために事故等が発生した場合 

第122条 法人の代表者又は法人 
若しくは人の代理人、使用人その 
他の従業者が、その法人又は人の 
業務に関して、第116条、第117条、 
 第119条又は第120条の違反行為 
をしたときは、行為者を罰するほか、 
その法人又は人に対しても、各本 
 条の罰金刑を科する。 

 
 
 
 
 
 

損害賠償 
 死亡等の重大災害の場合は7000万円 

程度になる場合が多い 

対象者 
 

事業主 

 
 
 
 
 
 

安全配慮義務違反 
事業者が労働者に対し、その事業を 
遂行するに当たって、労働者の生命・ 
健康などを危険から保護するよう配 
慮すべき（雇用契約上の）義務 
（川義事件  最高裁昭和59年4月10日） 

労働契約法 
第5条  使用者は、労働契約に伴 
い、労働者がその生命、身体等の 
安全を確保しつつ労働することが 
できるよう、必要な配慮をするもの 
とする。 


